
協議４

バス路線廃止の意向の申出について

１ 概要

令和４年１月１４日付けで秋田県生活交通対策地域協議会より、秋田中央交

通(株)からのバス路線廃止の申出への対応について、本市地域公共交通協議会

における協議結果を報告するよう通知があったことから、協議を行うものであ

る。

２ 廃止区間を運行する系統

・二ツ屋福島線（築山小学校経由）

・新屋西線（臨海十字路経由）

・桜ガ丘線（城東消防署前経由）

３ 代替路線等（※詳細は資料３のとおり）

系統名 代替路線名等

二ツ屋福島線 二ツ屋福島線

（築山小学校経由）

新屋西線 新屋西線、臨海営業所線

（臨海十字路経由）

桜ガ丘線 桜ガ丘線（城東消防署前経由）

（城東消防署前経由） ※起終点の変更

４ 廃止予定日

令和４年９月３０日
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①二ツ屋福島線

(築山小学校経由)

廃止距離

約0.7km

資料３
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臨海営業所②新 屋 西 線

(臨海経由)

廃止距離

約0.6km

廃止距離

約0.5km
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③桜ガ丘線

(城東消防署前経由)

廃止距離

約0.9km
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